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(57)【要約】
【課題】新設の下水道構造物の建設工事及び既設下水道構造物の表面部の被覆補修工事の
両工事に適応可能な耐酸性セメント組成物、及び耐酸性モルタル又はコンクリートを提供
することである。
【解決手段】セメント４０超～５０質量％と、初期強度を発現する混和材１０～３０質量
％と、中長期強度を発現する混和材２０～５０質量％とからなり、前記セメントと前記初
期強度発現性を有する混和材と前記中長期強度発現性を有する混和材とで１００質量％、
又は前記セメントと、前記初期及び中長期で強度を発現する混和材と、添加した混和剤と
で１００質量％となる耐酸性セメント組成物を造ること、及び前記組成物に対する水結合
材比を５０～６０質量％とした耐酸性モルタル又はコンクリートを造ることによって課題
を解決できた。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント４０超～５０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期強度を発
現する混和材１０～３０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期強度を
発現する混和材２０～５０質量％とからなり、前記セメントと、前記初期強度発現性を有
する少なくとも１種の混和材と、前記中長期強度発現性を有する少なくとも１種の混和材
との３成分～７成分のセメント質材料で１００質量％となることを特徴とする耐酸性セメ
ント組成物。
【請求項２】
　セメント４０超～５０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期強度を発
現する混和材１０～３０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期強度を
発現する混和材２０～５０質量％と、セメントの質量に対して０．１～２質量％添加する
、高性能減水剤や流動化剤などの混和剤とからなり、前記セメントと、前記初期強度発現
性を有する少なくとも１種の混和材と、前記中長期強度発現性を有する少なくとも１種の
混和材との３成分～７成分のセメント質材料と、前記混和剤とで１００質量％となること
を特徴とする耐酸性セメント組成物。
【請求項３】
　前記セメントが、ポルトランドセメント、高炉セメント又はフライアッシュセメントで
あることを特徴とする請求項１又は２に記載の耐酸性セメント組成物。
【請求項４】
　前記ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期強度を発現する混和材が、シリカフュ
ーム、高炉フューム及び高炉スラグ微粉末からなる群より選択された１種以上の混和材で
あることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の耐酸性セメント組成物。
【請求項５】
　前記ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期強度を発現する混和材が、高炉スラ
グ微粉末、フライアッシュ及び汚泥からなる群より選択された１種以上の混和材であるこ
とを特徴とする請求項1乃至４のいずれかに記載の耐酸性セメント組成物。
【請求項６】
　中長期において強度を発現する混和材として、砥石粉を５～１５質量％を配合すること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の耐酸性セメント組成物。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の耐酸性セメント組成物の総質量に対する水の質量比
を示す水結合材比が５０～６５質量％であることを特徴とする耐酸性モルタル又はコンク
リート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に土木・建築業界において使用されるセメント組成物、及び前記セメント
組成物を配合したモルタル又はコンクリートに関する。詳しくは、コンクリートやモルタ
ルに配合される耐酸性を向上させる耐酸性セメント組成物、並びに前記耐酸性セメントに
、水及び細骨材を加えたモルタル、あるいは水、細骨材及び粗骨材を加えたコンクリート
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、日本だけでなく海外各地で道路下の下水道管の劣化によって、道路が陥没する事
故が報告されており、下水道コンクリート及び地下構造物において、微生物が介在する硫
酸によるコンクリートの劣化が社会的に大きな問題となっている。
【０００３】
　このコンクリートの劣化に対する技術として、普通ポルトランドセメントと、シリカフ
ュームと、高炉水砕スラグ粉とからなる３成分系の耐酸性セメント組成物であって、前記
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高炉水砕スラグ粉の含有量が、前記普通ポルトランドセメントの含有量と同等か又はそれ
より多く、前記普通ポルトランドセメントが３０～４０質量％、前記シリカフュームが１
２～２５質量％、前記高炉水砕スラグ粉が４０～５８質量％で、これら３成分で１００質
量％となる耐酸性セメント組成物に関する技術が開示されている（例えば特許文献１参照
）。
【０００４】
　また、ポルトランドセメント１０～３０部、高炉スラグ２０～４０部、フライアッシュ
１０～３０部、シリカフューム１０～２０部、及び硫酸塩１～１０部を含有してなるセメ
ント組織物に関する技術が開示されている（例えば特許文献２参照）。
【０００５】
　また、耐酸性コンクリート部材として、セメント質材料としてＰＦＢＣ灰とセメントと
を含み、前記セメント質材料に占める前記ＰＦＢＣ灰の含有率が４０質量％以上５０質量
％以下であり、前記セメント質材料に占める前記セメントの含有率が２０質量％以上３０
質量％以下であるコンクリート部材に関する技術が開示されている（例えば特許文献３参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１５５７３４号公報
【特許文献２】特開２００２－１２８５５９号公報
【特許文献３】特開２０１１－８８８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、既設下水道コンクリート構造物へ表面被覆の補修材として使用する場合には、
下水道使用を長期間止めることができず３日で補修を完了して下水を流す場合がある。こ
の点からみると、特許文献１に記載の発明は、段落［００３２］の表４に記載されている
ように、圧縮強度は材齢７日では３．８１～７．６８Ｎ／ｍｍ２であり、かつ材齢２８日
では実施例１で４２．８Ｎ／ｍｍ２であるので、下水道コンクリート自体にセメント組成
物を提供する場合はよいが、既設下水道コンクリートの表面被覆の補修材として使用する
場合には、補修用セメント混合物に必要とされる圧縮強度を規定した、東京都下水道局の
表面被覆材に関する［コンクリート改修技術マニュアル］の材齢３日で２５Ｎ／ｍｍ２以
上、かつ材齢２８日で４５Ｎ／ｍｍ２以上という規定を満足していないという問題があっ
た。
【０００８】
　特許文献２に記載の発明については、表面被覆材に必要とされる圧縮強度を規定した東
京都下水道局の［コンクリート改修技術マニュアル］に規定された圧縮強度に対し、材齢
３日や材齢７日の初期における圧縮強度の記載がなく不明であり、かつ段落［００２６］
表２における材齢２８日における圧縮強度はすべて４５Ｎ／ｍｍ２以下であるので、少な
くとも下水道の表面部の被覆補修用としては適さないという懸念点があった。
【０００９】
　また、特許文献３に記載のコンクリート部材は、耐酸性の効果を確認するために圧縮強
度試験と質量減少率の結果を開示されているが、硫酸浸透深さについての記載がない。一
般的に、耐酸性の効果を確認する試験としてはコンクリートとしての強度発現の早いもの
と強度発現の遅いものができるため、例えば強度発現の遅いコンクリートの場合は質量減
少率が小であっても硫酸がコンクリート内部に浸透していることがあり表面から内部まで
硫酸による劣化が進行していることから、圧縮強度試験、質量減少率及び硫酸浸透深さの
３つの試験が必要とされる。
【００１０】
　特許文献３に記載の技術には混和材として強度発現の遅いフライアッシュやＰＦＢＣ灰
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を使用しており、初期にコンクリートの表面部に剥離による質量減少がみられなくても表
面から内部に至るまで空隙ができて硫酸が浸透しているというケースがあることから、圧
縮強度試験と質量減少率とでは硫酸による劣化が進んでいないようにみえても水和反応が
進行していないため、表面から内部に至るまで空隙が多く硫酸が内部まで浸透しているこ
とが懸念されるという問題があった。
【００１１】
　また、特許文献３によれば、水結合材比は、段落［００３４］に３０質量％又は４０質
量％で実施した記載があり、段落［００５７］に耐酸性に優れているものとして水結合材
比が３０質量％の場合を示唆する記載がある。
【００１２】
　下水道コンクリートの劣化の過程として以下の過程が考えられる。下水道内部の下水部
に生息する嫌気性の硫酸塩還元細菌が生活排水中に存在する硫酸イオンを食して硫化水素
を排出する。排出された硫化水素が流れの乱れる個所で下水道上部にガスとして放散され
る。下水道上部の大気中好気性環境においては、硫黄酸化細菌やその他種々の細菌が生息
しており、これらの細菌が硫化水素ガスを食し硫酸を排出する。この硫酸が、下水道管の
コンクリート壁の結露水に溶け込み、その硫酸を含んだ結露水がコンクリート内に浸入し
てくると、生成された強酸性である硫酸がコンクリート中の強アルカリ性である水酸化カ
ルシウムと激しく反応し、コンクリートの表面部に泥状化した二水石膏が生成され、前記
泥状化した二水石膏が表面部から剥離し、下水道コンクリート管上部の劣化に至る。
【００１３】
　したがって、本発明の目的は、初期及び中長期における圧縮強度を発現する混和材を有
し、新設の下水道構造物の建設工事及び既設下水道構造物のコンクリート又はモルタルの
表面部の被覆補修工事の両工事に適応可能な耐酸性セメント組成物を提供するとともに、
耐酸性セメント（組成物）を用いた耐酸性のモルタル又はコンクリートを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明において、「セメント組成物」とは、モルタル又はコンクリートに混合される、
セメント、並びにシリカフューム、高炉フューム、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、
砥石粉及び汚泥などの混和材、並びにセメントの質量に対して０．１～２質量％添加する
高性能減水剤や流動化剤などの混和剤を含む組成を意味する。なお、高性能減水剤や流動
化剤などの混和剤を含まないセメント組成物もある。
【００１５】
　本発明において、「初期強度発現性を有する」とは、モルタル又はコンクリートを打ち
込んだときから約７日までの期間においてモルタル又はコンクリートの強度を発現させる
ことを有するということを意味し、「中長期強度発現性を有する」とは、モルタル又はコ
ンクリートを打ち込んだときから約７日以降においてモルタル又はコンクリートの強度を
発現させることを有するということを意味する。
【００１６】
　本発明において、「成分」とは、セメント質材料に属する、セメント、シリカフューム
、高炉フューム、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、砥石粉又は汚泥などの材料を意味
し、「３成分」とは３種類のセメント質材料を意味する。本発明における「成分」には混
和剤を含んでいない。
【００１７】
　本発明において、「水結合材比」とは、セメント及び混和材との混合物であるセメント
組成物をセメント質材料というが、前記セメント質材料の総質量に対する水の質量の比率
を意味する。また、「耐酸性セメント組成物」は耐酸性を有するセメントとするために構
成される組成物からなるセメント質材料を意味し、「耐酸性セメント」とは耐酸性を有す
るセメントを意味するので、「耐酸性セメント組成物」と「耐酸性セメント」とは実質的
に同義語である。
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【００１８】
　「発明が解決しようとする課題」に記載した課題を解決するために、請求項１に記載の
耐酸性セメント組成物の発明は、セメント４０超～５０質量％と、ポゾラン反応性又は潜
在水硬性を有して初期強度を発現する混和材１０～３０質量％と、ポゾラン反応性又は潜
在水硬性を有して中長期強度を発現する混和材２０～５０質量％とからなり、前記セメン
トと、前記初期強度発現性を有する少なくとも１種の混和材と、前記中長期強度発現性を
有する少なくとも１種の混和材との３成分～７成分のセメント質材料で１００質量％とな
ることを特徴とする。
【００１９】
　請求項２に記載の耐酸性セメント組成物の発明は、セメント４０超～５０質量％と、ポ
ゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期強度を発現する混和材１０～３０質量％と、ポ
ゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期強度を発現する混和材２０～５０質量％と、
セメントの質量に対して０．１～２質量％添加する、高性能減水剤や流動化剤などの混和
剤とからなり、前記セメントと、前記初期強度発現性を有する少なくとも１種の混和材と
、前記中長期強度発現性を有する少なくとも１種の混和材との３成分～７成分のセメント
質材料と、前記混和剤とで１００質量％となることを特徴とする。
【００２０】
　請求項３に記載の耐酸性セメント組成物の発明は、請求項１又は２において、前記セメ
ントが、ポルトランドセメント、高炉セメント又はフライアッシュセメントであることを
特徴とする。
【００２１】
　請求項４に記載の耐酸性セメント組成物の発明は、請求項１乃至３のいずれかにおいて
、前記ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期強度を発現する混和材が、シリカフュ
ーム、高炉フューム及び高炉スラグ微粉末からなる群より選択された１種以上の混和材で
あることを特徴とする。
【００２２】
　請求項５に記載の耐酸性セメント組成物の発明は、請求項１乃至４のいずれかにおいて
、前記ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期強度を発現する混和材が、高炉スラ
グ微粉末、フライアッシュ及び汚泥からなる群より選択された１種以上の混和材であるこ
とを特徴とする。
【００２３】
　請求項６に記載の耐酸性セメント組成物の発明は、請求項１乃至５のいずれかにおいて
、中長期において強度を発現する混和材として、砥石粉を５～１５質量％を配合すること
を特徴とする。
【００２４】
　請求項７に記載の耐酸性モルタル又はコンクリートの発明は、請求項１乃至６のいずれ
かに記載の耐酸性セメント組成物の総質量に対する水の質量比を示す水結合材比が５０～
６５質量％であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
請求項１に記載の発明は、下水道、トンネル、地下歩道、地下商店街、地下自動車道など
の地下構造物の建設工事、及び既設地下構造物の表面部の被覆補修工事の両工事に適応可
能となるという効果を奏する。
【００２６】
　また、セメント組成物中のセメント配合量が４０質量％以下になるとコンクリート又は
モルタルの初期における圧縮強度が発現しにくいし、セメント組成物中のセメント配合量
が５０質量％超になるとセメントと水との水和反応で水酸化カルシウムが多く生成されコ
ンクリート又はモルタルの耐酸性が低下する。したがって、所要の圧縮強度と耐酸性との
両方を実現させることができるという効果を奏する。
【００２７】
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また、セメント量の一部をシリカフューム、高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどに置
換して、セメント組成物中のセメントの配合割合を１００質量％から減少させることによ
り、コンクリート又はモルタル中に生成される水酸化カルシウムの生成量を減少させ、強
アルカリ性である水酸化カルシウムと強酸性である硫酸との反応によって生成される二水
石膏の量を抑制することができるという効果を奏する。
【００２８】
さらに、ポゾラン反応性を有し初期強度を発現するシリカフューム、高炉フューム又は初
期における潜在水硬性を有する高炉スラグ微粉末、及び潜在水硬性を有し中長期強度発現
性を有する高炉スラグ微粉末又はフライアッシュなどを配合させることから、コンクリー
ト又はモルタル中に生成された水酸化カルシウムが硫酸と反応して二水石膏に変化する前
に、ポゾラン反応性や潜在水硬性による反応によって初期及び中長期に亘って水酸化カル
シウムを消費することから、コンクリートやモルタルが硫酸によりブヨブヨ状態に劣化す
るのを抑制するという効果を奏する。
【００２９】
そして、モルタル又はコンクリートの長寿命化を実現させることから、下水道コンクリー
トなどの地下構造物のライフサイクル・コストを低減させることができるという効果を奏
する。
【００３０】
請求項２の発明は請求項１と同じ効果を奏する。さらに、流動性の優れたモルタル又はコ
ンクリートをつくるため、各種混和剤を用いてそれぞれの用途に応じた効果を得ることが
できる。
【００３１】
請求項３、４及び５の発明は、請求項１又は２と同じ効果を奏する。
【００３２】
請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれかの発明と同じ効果を奏する。さらに、中長
期において耐酸性及び圧縮強度を向上させるという効果を奏する。
【００３３】
請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれかの発明と同じ効果を奏する。さらに、セメ
ント質材料である耐酸性セメント（組成物）の質量に対する水の質量を調整することによ
って、モルタル又はコンクリートにおける酸性物質による劣化の進行に影響を与えること
ができ、モルタル又はコンクリートを施工するときの水結合材比が５０％未満であるとポ
ルトランドセメント量が増大し二水石膏がより多く生成され泥状化がすすむ。前記水結合
材比が６５％超であるとモルタル又はコンクリート中に混合されたセメント質量％が減じ
られ過ぎ圧縮強度が得られにくい。これにより、水結合材比が５０～６５質量％の範囲内
であれば、耐酸性セメントを使用してモルタル又はコンクリートを造るときに最も耐酸性
を得られかつ圧縮強度も得られる耐酸性モルタル又はコンクリートを造ることができると
いう効果を奏する。
【００３４】
また、水結合材比を５０～６５質量％とすることによって耐酸性モルタル又はコンクリー
ト中におけるセメント量を減じることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
本発明のセメント組成物は、コンクリートやモルタルに使用されるセメント組成物であっ
て、セメント４０超～５０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期で強度
を発現する混和材１０～３０質量％と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期で
強度を発現する混和材２０～５０質量％とからなり、前記セメントと前記初期強度発現性
を有する混和材と前記中長期強度発現性を有する混和材との３成分～７成分のセメント質
材料で１００質量％の耐酸性セメント組成物である。
【００３６】
また、モルタル又はコンクリートの性状によっては、セメントの質量に対して０．１～２
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質量％添加する高性能減水剤や流動化剤などの混和剤を含んで、前記セメント、前記混和
材及び前記混和剤とで１００質量％の耐酸性セメント組成物である場合もあり、高性能減
水剤や流動化剤などの混和剤を含まない耐酸性セメント組成物である場合もある。
【００３７】
本発明で使用するセメントとしては、ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッ
シュセメント、シリカセメント又はアルミナセメント等いずれの種類のセメントでもよい
。また、前記ポルトランドセメントとしてはＪＩＳ規格に適合したポルトランドセメント
でよく、普通、早強、超早強又は中庸熱などのポルトランドセメントのうち、いずれの種
類のポルトランドセメントでもよい。また、高炉セメントとしては、スラグ比率によって
Ａ種（５～３０％）、Ｂ種（３０～６０％）、Ｃ種（６０～７０％）の三種のうち、いず
れの種類の高炉セメントでもよい。
【００３８】
セメント組成物に配合されるセメント量の配合割合は、セメント組成物中のセメント配合
量が４０質量％以下になるとコンクリート又はモルタルの初期における圧縮強度が発現し
にくいし、セメント組成物中のセメント配合量が５０質量％超になるとセメントと水との
水和反応で水酸化カルシウムが多く生成されコンクリート又はモルタルの耐酸性が低下す
ることから、４０超～５０質量％がよい。
【００３９】
本発明では、セメント配合率１００質量％のセメント組成物の中のセメントの一部を混和
材に置換してセメント配合率を減少させている。その混和材として、ポゾラン反応性又は
潜在水硬性を有して初期で強度を発現する混和材と、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有
して中長期で強度を発現する混和材とを併用することとしており、本発明は、３成分～７
成分のセメント質材料から構成されるセメント組成物である。
【００４０】
さらに、前記初期及び中長期で強度を発現する、それぞれ１種ずつの混和材に加えて、中
長期で強度を発現する混和材として、砥石粉を併用させる場合もあり、この場合は中長期
強度発現性を有するセメント質材料が１成分増える。
【００４１】
　ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期に強度を発現する混和材としては、シリカ
フューム、高炉フューム又は高炉スラグ微粉末等が挙げられ、ポゾラン反応性又は潜在水
硬性を有して中長期で強度を発現する混和材としては、高炉スラグ微粉末、フライアッシ
ュ、石膏ボードの粉砕物、瓦の粉砕物又は汚泥等が挙げられる。
【００４２】
　ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して初期に強度を発現する混和材の配合割合は、セ
メント４０超～５０質量％を要件とした場合、１０質量％以下では下水道コンクリートな
どの地下構造物の表面部の被覆補修工事に必要とされる初期強度が不足し、３０質量％以
上になると中長期で強度を発現する混和材が量的に不足することと、シリカフュームが高
価であることから、１０～３０質量％を設定する。
【００４３】
　ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有して中長期で強度を発現する混和材の配合割合は、
セメント４０超～５０質量％と初期強度発現性を有する混和材１０～３０質量％を要件と
し、かつ中長期で強度を発現させることを要件として配合割合を設定した。２０質量％以
下では中長期での強度が確保できないこと、及び５０質量％以上になると、セメントや初
期強度発現性を有する混和材の最低限の配合割合が確保できないことのため、２０～５０
質量％を設定した。
【００４４】
　さらに、中長期における強度発現を図るために、砥石粉を５～１５質量％配合させる。
これは、５質量％未満であると砥石粉による強度発現が顕在化せず、１５質量％超になる
と中長期における水酸化カルシウムの消費量が増加する効果があるが、砥石粉の強度発現
性が高炉スラグ微粉末より遅いので、１５質量％以下とした。
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【００４５】
　また、耐酸性セメント（組成物）に水を加えるとセメントペーストになり、前記セメン
トペーストに細骨材を混合するとモルタルになり、前記セメントペーストに細骨材と粗骨
材を混合するとコンクリートとなる。このときにセメントペーストにおける水結合材比に
よってモルタル又はコンクリートの酸性物質による劣化状態が異なる。水結合材比が５０
質量％未満の場合はセメント量が多くなって生成される水酸化カルシウムが増大し二水石
膏が多く生成され泥状化が進む。また、前記水結合材比が６５％超である場合は、モルタ
ル又はコンクリート中に混合されたセメント量が減じられ過ぎ圧縮強度が得られにくい。
これにより、水結合材比を５０～６５質量％とすることによってモルタル又はコンクリー
トとしての耐酸性及び圧縮強度を最も高めることができる。
【００４６】
　以下、実施例で本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって制限され
るものではない。まず、本発明である耐酸性セメント組成物に関する実施例を説明する。
【００４７】
　実施例で使用した材料の性状を説明する。
【００４８】
　ポルトランドセメント（以下、ＯＰＣと記載することがある）は、市販されている普通
ポルトランドセメントで、密度３．１５ｇ／ｃｍ３、比表面積３，３５０ｃｍ２／ｇのＪ
ＩＳ規格適合品を使用した。
【００４９】
　高炉セメント（以下、高Ｃと記載することがある）は、スラグ比率によってＡ種（５～
３０％）、Ｂ種（３０～６０％）、Ｃ種（６０～７０％）の三種に分類される中で、Ｂ種
を使用した。密度３．０４ｇ／ｃｍ３、比表面積３，８７０ｃｍ２／ｇの市販品を使用し
た。
【００５０】
　シリカフューム（以下、ＳＦと記載することがある）は、密度２．２３ｇ／ｃｍ３、比
表面積２００，０００ｃｍ２／ｇの市販品を使用した。
【００５１】
　高炉フューム（以下、ＢＦＦと記載することがある）は、中国の小型溶鉱炉の炉頂から
集塵される超微粉末ダストで、平均粒径４μｍで、密度２．５７ｇ／ｃｍ３、比表面積２
１，０００ｃｍ２／ｇで、主な化学組成を表１に示す。単位は質量％である。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　砥石粉（以下、ＭＰと記載することがある）は、刃物を研ぐ砥石を加工する際に副産さ
れる微粉末で、密度２．６５ｇ／ｃｍ３、比表面積３，０００ｃｍ２／ｇで、主な化学組
成を表２に示す。単位は質量％である。
【００５４】
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【表２】

【００５５】
　高炉スラグ微粉末（以下、ＢＦＳと記載することがある）は、水で急冷した高炉スラグ
を乾燥・粉砕したもの、または前記乾燥・粉砕したものに石膏を添加したものをいう。密
度２．８５ｇ／ｃｍ３、比表面積７，８００ｃｍ２／ｇで、ＪＩＳ規格における高炉スラ
グ微粉末８０００の市販品を使用した。
【００５６】
　フライアッシュ（以下、ＦＡと記載することがある）は、燃料として微粉炭を使用して
いる石炭火力発電所のボイラの煙道に設けられた集塵器で回収される鉱物質の微粉末で、
密度２．１０～２．２５ｇ／ｃｍ３、比表面積３，３３０ｃｍ２／ｇで、ＪＩＳ規格に適
合した市販品を使用した。
【００５７】
　次に、耐硫酸性試験に供したモルタルは、従来のモルタルのセメント、水、細骨材、及
び空気からなるモルタル配合割合から、セメントの一部を、初期強度発現性を有するシリ
カフューム、高炉フューム及び高炉スラグ微粉末からなる群より選択された１種以上の混
和材と、及び中長期強度発現性を有する高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、砥石粉及び
汚泥からなる群より選択された１種以上の混和材と置換したものを使用した。
【００５８】
　本発明の実施例で使用したセメント組成物に含まれる、シリカフューム、高炉フューム
、砥石粉、高炉スラグ微粉末及びフライアッシュなどの各種混和材の配合比率を質量％で
表３示す。
【００５９】
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【表３】

【００６０】
本発明の実施例で使用したモルタル試料は、直径５０ｍｍで高さ１００ｍｍの円柱状の供
試体とした。実施例１乃至５における水結合材比は５０質量％で実施した。
【実施例１】
【００６１】
　希硫酸浸漬試験を実施し、質量減少率を求めた。上記の試料を、硫酸濃度５％の希硫酸
に浸漬し、１週間ごとに硫酸を入替え、硫酸により腐食されブヨブヨ状態となった部分を
水道水で洗い流し、残存した部分の質量を求め、前記質量と元の質量との差を元の質量で
除した割合を百分率で求め質量減少率とした。
【００６２】
　材齢３日のモルタルを硫酸濃度５％の希硫酸に浸漬し、浸漬日数が２８日及び８４日に
おけるモルタルの質量減少率を表４に示す。表４の数値は元の質量からの質量減少率（％
）を表す。
【００６３】

【表４】

【００６４】
　表４より、浸漬２８日目において、比較例であるセメント配合割合１００質量％の試料
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有する混和材と置換した試料の質量減少率が－３～５％であり、質量が増加しているもの
もあり質量減少がほとんど進行しておらず、本発明の効果が示されている。
【００６５】
また、表４において、浸漬２８日目で、試料３、試料４、試料５及び試料７に見られるよ
うに若干質量が増加しているが、これは、硫酸と水酸化カルシウムとの反応によって二水
石膏が生成され、同時にセメント中のアルミン酸三カルシウムと石膏とが反応してエトリ
ンガイドが生成され、前記エトリンガイドが結晶中に多くの水を取り込む膨張性の高い物
質であるためであると考えられる。
【００６６】
　また、浸漬２８日経過時点で質量減少率が僅小であることは、シリカフュームや高炉フ
ュームなどのポゾラン反応によって水酸化カルシウムが消費されたために、二水石膏の生
成量が少なくなったためである。
【００６７】
　浸漬８４日目においても、比較例としてのセメント配合割合１００質量％の試料１の質
量減少率７６％と、セメントの一部を初期強度発現性及び中長期強度発現性を有する混和
材と置換した試料の質量減少率とを比較すると本発明の効果が顕れている。
【００６８】
　また、表４において、質量減少率が、セメント質材料がポルトランドセメントのみであ
る試料１を除いて、浸漬２８日目までは試料間における差が小で、その後から浸漬８４日
目において試料種間で差が大きくなったのは、浸漬８４日目程度までに、ほとんどの試料
に配合させた初期強度発現性を有するシリカフューム、高炉フュームによるポゾラン反応
によって、それまで生成されていた水酸化カルシウムが消費されるので、硫酸との反応に
よって生成される二水石膏が少ないために、質量減少率が小さいが、その後は、比較的初
期から潜在水硬性による反応が進む高炉スラグ微粉末や中・長期から反応が活発になって
くる砥石粉やゆっくりしたポゾラン反応が生じるフライアッシュなどの中長期強度発現性
を有する混和材の種別の違いが質量減少率に影響したと考えられる。
【００６９】
　表４において、試料２、試料３又は試料５の高炉スラグ微粉末や砥石粉を配合させた試
料の質量減少率の方が、試料７のフライアッシュを配合させた試料の場合より質量減少率
が小さい。
【００７０】
　フライアッシュと砥石粉との効果の比較を、試料４と試料５でみると、砥石粉の方がフ
ライアッシュよりも中長期における質量減少を抑制する効果が示されている。また、高炉
スラグ微粉末とフライアッシュとの効果を、試料２と試料７でみると、高炉スラグ微粉末
の方がフライアッシュよりも中長期における質量減少を抑制する効果がある。
【実施例２】
【００７１】
　材齢２８日まで標準養生をしたモルタルを硫酸濃度５％の希硫酸に浸漬し、浸漬日数が
２８日目及び８４日目におけるモルタルの質量減少率を求め、その結果を表５に示す。表
５の数値は元の質量からの質量減少率（％）を表す。
【００７２】
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【表５】

【００７３】
　表５より、比較例であるセメント配合割合１００質量％の試料１の浸漬日数２８日目の
質量減少率３４％、及び浸漬日数８４日目の質量減少率９２％に対し、セメントの一部を
初期強度発現性及び中長期強度発現性を有する混和材と置換した試料の浸漬日数２８日目
及び浸漬日数８４日目の質量減少率が小であることから、本発明の効果が示されている。
【００７４】
　表４と表５から、型枠を脱枠し、そのまま材齢３日で希硫酸に浸漬した試料に比べ、型
枠を脱枠し材齢２８日まで標準養生した後に希硫酸に浸漬した試料の方が、質量減少が大
きいことから硫酸劣化が進行していることがわかる。
【実施例３】
【００７５】
　高炉セメントＢ種を使用した場合で、材齢３日のモルタルを硫酸濃度５％の希硫酸に浸
漬し、浸漬日数が２８日目及び８４日目におけるモルタルの質量減少率を求め、その結果
を表６に示す。表６の数値は元の質量からの質量減少率（％）を表す。
【００７６】
【表６】

【００７７】
　表６より、試料１のポルトランドセメント１００％と試料１０の高炉セメントＢ種１０
０％とを比較すると、高炉セメントＢ種の方が、質量減少率が小であり、高い耐硫酸性を
有していることが示されている。
【実施例４】
【００７８】
　希硫酸浸漬による硫酸浸透深さ試験を実施した。硫酸浸透深さ試験方法は、試料を硫酸
濃度５％の希硫酸に浸漬し、浸漬日数２８日又は９１日経過後に取り出し、前記取り出し
た試料を容量３００ｋＮの万能試験機を用いて割裂試験を行い、破断した試料片にフェノ
ールフタレイン５％アルコール溶液を噴霧し、ノギスを用いて硫酸浸透深さを供試体の上
部、中部及び下部の三箇所で測定し、それらの測定値の平均値を硫酸浸透深さとした。
【００７９】
　希硫酸浸漬による硫酸浸透深さ試験は、普通ポルトランドセメント使用で材齢３日で浸
漬した試料、普通ポルトランドセメント使用で材齢２８日で浸漬した試料、及び高炉セメ
ント使用で材齢３日で浸漬した試料それぞれの試料に対して、希硫酸浸漬日数が２８日目
及び９１日目における硫酸浸透深さを求めた。
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【００８０】
　普通ポルトランドセメント使用で材齢３日で浸漬した結果を表７に示し、普通ポルトラ
ンドセメント使用で材齢２８日で浸漬した結果を表８に示し、高炉セメント使用で材齢３
日で浸漬した結果を表９に示す。表７乃至表９のそれぞれの表に記載された硫酸浸透深さ
の単位はｍｍである。
【００８１】
【表７】

【００８２】
【表８】

【００８３】
【表９】

【００８４】
　表７、表８及び表９より、材齢３日で浸漬した場合よりも材齢２８日で浸漬した場合の
方が、硫酸浸透深さが深くなっており、硫酸浸透が進むことが示されている。これは、希
硫酸浸漬するまでの標準養生期間が長くなるほどモルタル組織が密実になるが、密実にな
っているのにかかわらず硫酸浸透深さが深くなることを示している。
【００８５】
　硫酸浸透深さが深くなるのは、材齢３日から材齢２８日に標準養生日数が増えると、水
酸化カルシウムの生成量が材齢３日で硫酸浸漬した場合に比べて多くなり、多くなった分
、硫酸と激しく反応して二水石膏が多く生成されるために硫酸浸透深さが深くなったため
である。
【００８６】
　砥石粉を配合させた試料５及び試料６の硫酸浸透深さが小であることから、砥石粉は中
長期強度発現性を有していることを示しており、硫酸浸透深さを小にするには砥石粉を配
合させた方が、効果がある。
【実施例５】
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【００８７】
　２０℃水中の標準養生した試料を用いて、コンクリートの圧縮強度試験方法であるＪＩ
Ｓ　Ａ　１１０８に準じて圧縮強度試験を実施した。
【００８８】
　セメントとして普通ポルトランドセメント又は高炉セメントを使用した場合で、それぞ
れ材齢３日、７日及び２８日について、圧縮強度試験を実施した。普通ポルトランドセメ
ントを使用した場合の結果を表１０に示し、高炉セメントを使用した場合の結果を表１１
に示す。表１０及び表１１に記載された圧縮強度の単位はＮ／ｍｍ２である。
【００８９】
【表１０】

【００９０】
【表１１】

【００９１】
　表１０及び表１１より、いずれの場合も圧縮強度が高いモルタル供試体は、試料２及び
試料３のセメント５０％でシリカフュームと高炉スラグ微粉末を配合したセメント組成物
を含有するモルタルであり、試料８及び試料９のセメント配合割合が２０％又は３０％の
セメント組成物の場合より圧縮強度が高い。
【００９２】
　試料４、試料６及び試料７の試料は、セメント配合割合が５０％であっても、フライア
ッシュが配合されたセメント組成物の圧縮強度が低くなることが示されている。また、フ
ライアッシュと砥石粉との比較を試料４と試料５とでみると、砥石粉を配合させた試料５
の方が、圧縮強度が高いことが示されている。
【００９３】
　特に砥石粉を配合させた試料の場合は、初期強度は比較的小さいが中長期における圧縮
強度の増加割合が大きいことから、中長期における水酸化カルシウムの消費が大きくなり
、中長期に硫酸劣化を抑制するようになると思われる。
【００９４】
　次に、本発明である、耐酸性セメント（組成物）を配合した耐酸性モルタルに対して、
水結合材比に関する実施例を説明する。モルタルは、セメント（組成物）、水及び細骨材
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を混合して造られ、コンクリートはセメント（組成物）、水、細骨材及び粗骨材を混合し
て造られる。モルタル又はコンクリートの硫酸劣化の腐食は、先に骨材を取り巻くセメン
ト（組成物）の領域が硫酸劣化し泥状化した後に、骨材の表面に硫酸が浸透し骨材の硫酸
劣化による腐食が始まる。
【００９５】
そこで、セメント（組成物）と水との混合割合を示す水結合材比による耐酸性評価を実施
した。以下、水結合材比別に、質量減少率、硫酸浸透深さ及び圧縮強度を試験した。実施
例で使用したモルタルに含まれる各種混和材や細骨材の配合比率を質量％で表１２に示す
。細骨材は石灰石骨材を使用した。水結合材比はＯＰＣ、ＳＦ及びＢＦＳのセメント質材
料の総質量に対する水の質量の配合割合を示し、細骨材の欄の比率はＯＰＣ、ＳＦ及びＢ
ＦＳのセメント質材料の総質量に対する細骨材の質量の比率を示す。例えば、「１：３」
は「ＯＰＣ、ＳＦ及びＢＦＳのセメント質材料の総質量」：「細骨材の質量」を示してい
る。
【００９６】

【表１２】

【００９７】
　表１２に示したモルタル試料を、実施例１乃至５に供した供試体と同じ大きさである、
直径５０ｍｍで高さ１００ｍｍの円柱状の供試体とした。ここで、モルタル試料の配合に
おいて、空気量を約６質量％とし、高性能ＡＥ減水剤を０．２～１質量％使用した。
【００９８】
　実施例６乃至９における試料は、モルタルをハンドミキサーで作製後円柱型枠に入れ、
締め固めを行い、材齢３日で脱枠、材齢７日まで標準養生（２０℃水中）、材齢７日目に
硫酸濃度５％の希硫酸に浸漬、希硫酸浸漬日数を変えて測定した。
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【実施例６】
【００９９】
　希硫酸浸漬試験を実施し質量減少率を求めた。材齢３日のモルタルを硫酸濃度５％の希
硫酸に浸漬し、１週間ごとに希硫酸を入替え、浸漬日数が５６日におけるモルタル試料を
取り出し、前記試料を硫酸により腐食されブヨブヨ状態となっ
た部分を水道水で洗い流し、残存した部分の質量を求め、前記質量と元の質量との差を元
の質量で除した割合を百分率で求め質量減少率とした。浸漬日数が５６日におけるモルタ
ルの質量減少率を表１３に示す。表１３の数値は元の質量からの質量減少率（％）を表す
。
【０１００】
【表１３】

【０１０１】
　表１３より、試料番号２３（水結合材比４０質量％）、２４（水結合材比５０質量％）
、２５（水結合材比６５質量％）は同じ配合割合のセメント質材料及び細骨材を使用した
が、水結合材比が６５質量％が最も質量減少率が小さい。また、水結合材比５０質量％を
みると、セメント質材料に占める割合がポルトランドセメント１００％よりポルトランド
セメント、シリカフューム及び高炉スラグ微粉末を混合させた方が質量減少率が小さい。
【０１０２】
　このことは、セメント量の配合割合が多い場合には、セメントと水とが混合されると水
和反応が生じ、硬い物質であるＣ－Ｓ－Ｈゲルと水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２が生成
されやすく、そして、水酸化カルシウムが強酸である硫酸Ｈ２ＳＯ４と反応し、泥状化さ
れた状態の二水石膏ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏが生成され硫酸劣化が進みやすいことを示して
いる。
【０１０３】
　また、水結合材比が大きいほど空隙の大きいモルタル又はコンクリートが造られ、通常
の気中にある場合は、耐久性は劣るが、硫酸環境下では逆に耐硫酸性が得られていること
がわかる。これは、水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２の生成量が減少して硫酸と反応する
量が減少するため二水石膏ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏの生成量が減少するためと考えられる。
【０１０４】
　さらに、シリカフュームや高炉スラグ微粉末は実施例１乃至５から得られた結果から、
ポラゾン反応や潜在水硬性による反応によって水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２を消費し
てしまうので、二水石膏ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏの生成の要件となる水酸化カルシウムＣａ
（ＯＨ）２を減少させたと考えられる。
【０１０５】
　以上から、耐酸性セメントの組成物であるセメント質材料及び細骨材の配合割合が同じ
で水結合材比が異なる場合のモルタルにおいては、水結合材比が６５質量％の場合が最も
質量減少率が小さく、４０質量％の場合より５０質量％乃至６５質量％の場合が質量減少
率が小さいことがわかる。
【実施例７】
【０１０６】
　希硫酸浸漬による硫酸浸透深さ試験を実施した。硫酸浸透深さ試験方法は、モルタル試
料を硫酸濃度５％の希硫酸に浸漬し、浸漬日数２８日経過後、及び５６日経過後に取り出
し、前記取り出した試料を容量３００ｋＮの万能試験機を用いて割裂試験を行い、破断し
た試料片にフェノールフタレイン５％アルコール溶液を噴霧し、ノギスを用いて硫酸浸透
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深さを供試体の上部、中部及び下部の三箇所で測定し、それらの測定値の平均値を硫酸浸
透深さとした。
【０１０７】
　表１４に硫酸浸透深さ試験方法による硫酸浸透深さを示し、表１４に記載され
た硫酸浸透深さの単位はｍｍである。
【０１０８】
【表１４】

【０１０９】
　表１４より、試料番号２３（水結合材比４０質量％）、２４（水結合材比５０質量％）
、２５（水結合材比６５質量％）は同じ配合割合のセメント質材料及び細骨材を使用した
が、水結合材比が６５質量％が最も硫酸浸透深さが小さい。また、水結合材比５０質量％
をみると、セメント質材料に占める割合がポルトランドセメント１００％の場合よりポル
トランドセメント、シリカフューム及び高炉スラグ微粉末を混合させた方が、硫酸浸透深
さが小さい。
【０１１０】
　このことは、水結合材比が大きくなるほど、セメント量が減じられ、これによって水酸
化カルシウムの生成量が減じられて耐酸性が得られることを示している。
【０１１１】
　セメントと水とが混合されると水和反応が生じ、硬い物質であるＣ－Ｓ－Ｈゲルと水酸
化カルシウムＣａ（ＯＨ）２が生成されるが、シリカフューム（ＳＦ）は非晶質のシリカ
ＳｉＯ２が９０％程度あるため反応性が大きいことから前記シリカＳｉＯ２と水酸化カル
シウムＣａ（ＯＨ）２とが反応（ポゾラン反応）して早期強度が得られ、また高炉スラグ
微粉末（ＢＦＳ）は潜在水硬性を有しているのでセメント水和生成物中の水酸化カルシウ
ムＣａ（ＯＨ）２によるアルカリ刺激剤によって水和反応（潜在水硬性）が生じセメント
硬化体が得られる。したがって、ポゾラン反応性又は潜在水硬性を有する物質を混合させ
ることによって水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２を消費するため、水酸化カルシウムと硫
酸Ｈ２ＳＯ４との反応によって生成される二水石膏ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏが減じられ、そ
のため硫酸劣化が進まないことも示されている。
【０１１２】
　以上から、耐酸性セメントの組成物であるセメント質材料及び細骨材の配合割合が同じ
で水結合材比が異なる場合のモルタルにおいては、水結合材比が６５質量％の場合が最も
硫酸浸透深さが小さく、５０質量％乃至６５質量％の場合が５０質量％未満の場合より硫
酸浸透深さが小さいことがわかる。
【実施例８】
【０１１３】
　次に、圧縮強度試験を実施した。２０℃水中の標準養生した試料を用いて、コンクリー
トの圧縮強度試験方法であるＪＩＳ　Ａ　１１０８に準じて圧縮強度試験を実施した。
【０１１４】
　圧縮強度試験は材齢７日及び２８日について実施し、その結果を表１５に示す。なお、
表１５に記載された圧縮強度の単位はＮ／ｍｍ２である。
【０１１５】
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【表１５】

【０１１６】
　表１５より、試料番号２３（水結合材比４０質量％）、２４（水結合材比５０質量％）
、２５（水結合材比６５質量％）は耐酸性セメント組成物の配合割合が同じ場合であるが
水結合材比が異なる場合のモルタルにおいては、水結合材比が６５質量％が最も圧縮強度
が小さいが、材齢２８日における設計基準強度２４Ｎ／ｍｍ２は超える圧縮強度を有して
いる。
【０１１７】
　このことは、耐酸性セメントの組成物であるセメント質材料及び細骨材の配合割合が同
じで水結合材比が異なる場合のモルタルにおいては、水結合材比を４０質量％、５０質量
％、６５質量％と変えたときは、水結合材比が大きいほど圧縮強度が小さくなるが、水結
合材比６５質量％であっても材齢２８日における設計基準強度以上を有していることが示
されている。
【実施例９】
【０１１８】
　モルタルをハンドミキサーで作製後、直径５０ｍｍ、高さ１００ｍｍの円柱型枠に入れ
、締固めを行い、材齢３日で脱枠、材齢７日まで２０℃水中で標準養生し、材齢７日に硫
酸濃度５％の希硫酸に浸漬し、希硫酸浸漬日数２８日で外観の剥離状態を目視で比較した
。
【０１１９】
　前記目視確認結果を表１６に示し、外観に剥離現象がほとんど見られない状態を「○」
、剥離が部分的に見られる状態を「△」、全体的に剥離状態になっている状態を「×」で
示している。
【０１２０】
【表１６】

【０１２１】
　表１６より、セメント質材料中に、初期強度発現性を有するシリカフューム及び中長期
強度発現性を有する高炉スラグ微粉末を混合させていないでポルトランドセメントのみの
場合である試料２０及び２１は、水結合材比が５０質量％であっても供試体の表面のほぼ
全域に剥離が生じており、試料番号２３（水結合材比４０質量％）、２４（水結合材比５
０質量％）、２５（水結合材比６５質量％）はセメント質材料及び細骨材の配合割合が同
じであるが、水結合材比が４０質量％では供試体の表面のほぼ全域に剥離が生じ、５０質
量％では部分的にしか剥離が生じておらず、６５質量％では外観に剥離現象がないことが
わかる。
【０１２２】
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　以上から、耐酸性セメントの組成物であるセメント質材料及び細骨材の配合割合が同じ
で水結合材比が異なる場合のモルタルにおいては、水結合材比が６５質量％の場合が最も
表面に剥離現象が見られず、５０質量％乃至６５質量％の場合が外観に剥離現象が部分的
に生じるか又は生じないことがわかる。水結合材比が４０質量％と小さい場合は、供試体
表面部の劣化が大きいことがわかる。
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